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Ⅳ 関係条例等 
 
１ 長野市立図書館条例 

昭和 59年９月 29日 

長野市条例第 64 号 

 

改正 平成 12年３月 30日条例第１号   平成 24年３月 29日条例第 30号 

 

長野市立南部図書館条例（昭和 42年長野市条例第 48号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、図書館法（昭和 25年法律第 118号。以下法という。）及び地方自治法（昭和

22年法律第 67号）の規定に基づき、長野市立図書館（以下「図書館」という。）の設置、管理等

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して市民の利用に供し、その教養、

調査研究、レクリエーション等に資するため、図書館を次のとおり設置する。 

名称 位置 

長野市立長野図書館 長野市大字長野長門町 1097 番地３ 

長野市立南部図書館 長野市篠ノ井御幣川 1201 番地 

（管理） 

第３条 図書館は、常に良好な状態において管理し、効率的に運営しなければならない。 

（入館等の制限） 

第４条 長野市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、入館を拒否し、又は退館を命じ、その他必要な措置を講ずることができる。 

(１) 公の秩序又は善良な風俗を害すると認められるとき。 

(２) 管理上支障があると認められるとき。 

(３) その他教育委員会が必要と認めるとき。 

（賠償責任） 

第５条 故意又は過失により図書館の資料、施設等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に復

し、又はその損害を賠償しなければならない。 

（図書館協議会） 

第６条 法第 14条 1項の規定により、図書館に長野市立図書館協議会（以下「協議会」という。）

を設置する。 

２ 協議会の委員（以下「委員」という。）は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に

資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、法第 15条の規定により教育委員会が任命

する。 

３ 委員の定数は、10人とする。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長等） 

第７条 協議会に、委員長を置き、委員の互選とする。 

２ 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 
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（会議） 

第８条 協議会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和 60年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の長野市立南部図書館条例（以下「旧条例」という。）の規定に

基づく長野市立南部図書館協議会の委員に任命されている者は、改正後の長野市立図書館条例の

規定に基づく長野市立図書館協議会の委員に任命された者とみなす。この場合において、委員の

任期は、旧条例の規定に基づく委員として任命された日から起算する。 

（長野市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正） 

３ 長野市特別職の職員等の給与に関する条例（昭和 41年長野市条例第 24号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第３中「南部図書館協議会委員」を「図書館協議会委員」に改める。 

附 則（平成 12年３月 30日条例第１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 12年４月１日から施行する。（後略） 

   附 則（平成 24 年３月 29 日条例第 30 号） 

１ この条例は、平成 24年 4月 1日から施行する。 

 （経過措置）   

２ この条例の施行の際現に従前の長野市立図書館協議会の委員（以下「旧委員」という。）である

者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の長野市立図書館条例第６条第２項の長野

市立図書館協議会の委員の任命の基準により長野市図書館協議会の委員に任命されたものとみな

す。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第４項本文の規定に

かかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 
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２ 長野市立図書館条例施行規則 

昭和61年３月29日長野市教育委員会規則第３号 

改正 平成元年１月９日教委規則第１号 平成２年４月28日教委規則第４号 

平成２年９月29日教委規則第６号 平成４年３月30日教委規則第５号 

平成７年３月30日教委規則第４号 平成12年３月30日教委規則第２号 

平成13年３月30日教委規則第１号 平成16年３月30日教委規則第５号 

平成17年３月30日教委規則第５号 平成18年３月10日教委規則第２号 

平成20年３月31日教委規則第５号 平成28年２月18日教委規則第２号 

平成28年３月25日教委規則第４号 平成29年11月７日教委規則第３号 

平成30年６月25日教委規則第５号 平成31年３月27日教委規則第１号 

 

長野市立図書館条例施行規則 

長野市立図書館条例施行規則（昭和51年長野市教育委員会規則第６号）の全部を改正する。 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 組織（第６条―第11条） 

第３章 館内利用（第12条―第14条） 

第４章 館外利用（第15条―第22条） 

第５章 施設等の管理（第23条―第28条） 

第６章 雑則（第29条・第30条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第33

条第１項及び長野市立図書館条例（昭和59年長野市条例第64号。以下「条例」という。）第９条

の規定に基づき、長野市立図書館（以下「図書館」という。）の組織運営、管理及び処務に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（開館時間） 

第２条 図書館の開館時間は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 長野図書館 

ア 月曜日及び水曜日から金曜日まで 午前９時45分から午後７時まで 

イ 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日

（以下「祝日法による休日」という。） 午前９時45分から午後６時まで 

(２) 南部図書館 午前10時から午後６時まで 

２ 前項の規定にかかわらず、長野市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が必要と認め

るときは、これを変更することがある。 

（休館日） 

第３条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、こ

れを変更し、又は臨時に休館するものとする。 

(１) 火曜日 

(２) 12月29日から翌年の１月３日までの日 

(３) 次に掲げる図書館資料（以下「資料」という。）の整理日 

ア １月から11月までの各月の第４木曜日（第５木曜日があるときは、第５木曜日）（長野
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図書館に限る。） 

イ １月から11月までの各月の末日（その日が日曜日、火曜日、土曜日又は祝日法による休

日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、火曜日、土曜日及び祝日法

による休日でない日）（南部図書館に限る。） 

ウ 12月の第４水曜日 

(４) 年１回２週間以内の資料整理期間 

（分室等） 

第４条 図書館に、分室を置く。 

２ 分室は、長野市立公民館条例（昭和59年長野市条例第37号）別表第１に掲げる公民館及び長

野市交流センターの設置及び管理に関する条例（平成30年長野市条例第47号）別表第１に掲げる

交流センター（長野市篠ノ井交流センターを除く。）に併設する。 

３ 図書館に、市民文庫を置くことができる。 

（移動図書館） 

第５条 移動図書館は、市内を巡回して、資料の貸出しその他の図書館奉仕を行う。 

２ 移動図書館の実施内容については、教育委員会の承認を得て館長が別に定める。 

３ 第15条から第21条までの規定は、移動図書館の場合について準用する。この場合において、

第20条中「10冊」とあるのは「５冊」と読み替えるものとする。 

第２章 組織 

第６条 削除 

（主な事務） 

第７条 図書館の主な事務は、次のとおりとする。ただし、第16号から第18号までに掲げる事務

については長野市立長野図書館に、第19号及び第20号に掲げる事務については長野市立南部図書

館に限る。 

(１) 図書館の庶務に関すること。 

(２) 公印の管守に関すること。 

(３) 長野市立図書館協議会に関すること。 

(４) 図書館の予算に関すること。 

(５) 図書館の運営企画及び広報宣伝に関すること。 

(６) 資料の選定及び収集に関すること。 

(７) 関係機関、団体との連絡調整に関すること。 

(８) 施設の維持及び管理に関すること。 

(９) 資料の受入れ、分類及び目録作成に関すること。 

(10) 資料の配架、保管及び整理に関すること。 

(11) 資料の利用に関すること。 

(12) 図書館利用統計の作成に関すること。 

(13) 読書相談、読書指導及び参考業務に関すること。 

(14) ボランティアの育成及び協調に関すること。 

(15) 読書会、研修会、講演会、講習会、映写会、資料展示会等の開催に関すること。 

(16) 視聴覚障害者に対する資料の郵送貸出しに関すること。 

(17) 著作権者の許諾に関すること。 

(18) 前２号のほか視聴覚障害者奉仕に関すること。 

(19) 分室及び市民文庫に関すること。 

(20) 移動図書館に関すること。 
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(21) その他図書館奉仕に関すること。 

（職員の職） 

第８条 図書館に、図書館法（昭和25年法律第118号）第13条に規定する館長のほか、必要に応

じ次の職を置く。 

(１) 館長補佐 

(２) 専門員 

(３) 係長 

(４) 司書又は司書補 

(５) 主事又は主事補 

(６) 運転技師又は運転技手 

２ 前項に掲げる職のほか、必要に応じて主幹、館付又は主査を置くことができる。 

（職務） 

第９条 館長は、上司の命を受け、図書館の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。 

２ 主幹及び館長補佐は、館長の命を受け、館長の職務を補佐し、館務を掌理し、及び所属職員

を指揮監督するとともに館務の一部を分担する。 

３ 専門員、係長及び主査は、上司の命を受け、館務の一部を分担する。 

４ 館付は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。 

５ 司書及び司書補は、上司の命を受け、専門的事務に従事する。 

６ 主事及び主事補は、上司の命を受け、分担事務に従事する。 

７ 運転技師及び運転技手は、上司の命を受け、運転業務に従事する。 

（専決事項） 

第10条 館長の専決事項は、次のとおりとする。 

(１) 職員の事務分担に関すること。 

(２) 職員の在勤地内旅行に関すること。 

(３) 職員の年次休暇に関すること。 

(４) 職員の週休日の指定及び振替え並びに半日勤務時間の割振りの変更に関すること。 

(５) 職員の休日の代休日の指定に関すること。 

(６) 職員の時間外勤務に関すること。 

(７) 許可、取消、禁止、停止等に関すること。ただし、異例又は長期にわたるものを除く。 

(８) 通知、照会、回答、報告、申請、証明等に関すること。ただし、異例のものを除く。 

（代決） 

第11条 館長が不在のときは、主幹を置く場合にあつては主幹が、館長及び主幹が共に不在のと

き又は主幹を置かない場合にあつては館長補佐が、館長、主幹及び館長補佐が共に不在のときは、

教育長があらかじめ指定した職員が、その事務を代決する。ただし、重大又は異例に属する事項

については、代決することができない。 

第３章 館内利用 

（利用場所） 

第12条 館内で資料を利用しようとする者は、所定の場所で利用しなければならない。 

２ 前項の資料を利用した者は、当該資料を直ちに所定の書架に返却しなければならない。 

（資料の複写） 

第13条 資料を複写しようとする者は、資料複写申込書（様式第１号）を館長に提出しなければ

ならない。 

２ 館長は、次の各号に掲げる資料の複写には応じないものとする。 
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(１) 複写する場合に資料が破損するおそれがあるもの 

(２) 館長が複写することを不適当と認めるもの 

３ 複写により著作権法（昭和45年法律第48号）上の問題が生じた場合は、すべて当該複写の申

込みをした者がその責任を負うものとする。 

４ 資料を複写したときは、実費を徴収する。 

（施設及び設備の使用） 

第14条 ＡＶ編集室は、所定の講習会の受講修了者は使用することができる。 

２ 前項の規定による使用の手続等については館長が別に定める。 

３ 視聴覚室及び講義室は、使用を認めないものとする。ただし、館長が特に必要と認めるとき

は、この限りでない。 

第４章 館外利用 

（利用資格） 

第15条 資料の貸出しは、次に掲げる者（第４条の分室の資料の貸出しにあつては、第１号又は

第２号に規定する者）に対して行う。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

(１) 市内に居住する者 

(２) 市内に通勤し、又は通学する者 

(３) 須坂市、千曲市、上高井郡小布施町若しくは高山村又は上水内郡信濃町、小川村若しく

は飯綱町に居住する者（前号に規定する者を除く。） 

２ 小・中学校、高等学校その他教育委員会が認める団体に資料の貸出し（以下この条において

「団体貸出し」という。）を行うことがある。 

３ 団体貸出しに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

（利用手続等） 

第16条 資料の貸出しを受けようとする者は、利用券（様式第２号）を提示しなければならない。 

２ 利用券の交付を受けようとする者は、利用申込書（様式第３号）に必要な事項を記入し、前

条に規定する利用資格を証明する書類を提示しなければならない。 

３ 前項に規定する利用申込書の記載事項に変更があつたときは、速やかに館長に届け出なけれ

ばならない。 

４ 利用券の再交付をしたときは、実費を徴収する。 

（利用券の譲渡、貸与等の禁止） 

第17条 利用券は、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。 

（利用券の紛失） 

第18条 利用券を紛失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。 

（貸し出さない資料） 

第19条 次の資料は、館外には貸し出さない。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限

りでない。 

(１) 重要な資料として館長が指定したもの 

(２) 官公報及び新聞 

(３) 定期刊行物で館長が定める期間を経過しないもの 

（貸出冊数等） 

第20条 資料の貸出しは、貸出中の資料を含め１人10冊以内とし、貸出期間は、貸し出した日の

翌日から起算して２週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

２ 当該貸出期間内に、貸出期間延長の申出があつたときは、２週間以内に限り、期間の延長を

認めることがある。 
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３ 館長は、資料の貸出しを受けた者が貸出期間内に当該資料の返却をしないときは、その後の

資料の貸出しを制限することがある。 

（貸出しの予約） 

第21条 貸出しを希望する資料がないときは、書面により又は長野市立図書館システムを通じて、

当該資料の貸出しを予約することができる。 

２ 前項の予約に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

（調査又は相談を行わない事項） 

第22条 図書館は、次に掲げる調査又は相談を行わない。 

(１) 古文書、美術品、骨董(とう)品等の鑑定及び市場価格の調査 

(２) 学習課題、卒業論文又は懸賞問題に関する調査 

(３) 身上相談及び法律相談 

(４) 医療相談及び健康相談 

(５) 他人の生命、名誉、財産等に損害を与え、又は社会に直接悪影響を及ぼすおそれがある

と認められる相談 

(６) その他館長が適当でないと認める調査 

第５章 施設等の管理 

（施設等の管理） 

第23条 館長は、図書館の施設等の管理を統括し、その整備に努めるとともに現状を明らかにし

ておかなければならない。 

（施設等の亡失又は損傷） 

第24条 館長は、図書館の施設等が亡失し、又は損傷したときは、速やかに教育委員会に報告し、

その指示を受けなければならない。 

第25条 削除 

（防災及び警備） 

第26条 館長は、図書館の防災及び警備の計画を作成し、その職務を遂行しなければならない。 

（事業計画及び事業報告） 

第27条 館長は、毎年度末日までに次年度における事業計画を作成し、教育委員会に提出しなけ

ればならない。 

２ 館長は、図書館における事業の成果を、教育委員会に報告しなければならない。 

第28条 削除 

第６章 雑則 

（補則） 

第29条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務、事務の処理その他の事項は、教育委員会事

務局の例による。 

第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和61年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の長野市立図書館条例施行規則（以下「新規則」という。）の規定を適用する場合に

おいて、長野市立南部図書館（当該図書館において運行する移動図書館を含む。）に係る開館時

間、休館日、利用手続等については、新規則の規定にかかわらず、昭和61年４月１日から同年５

月31日までの間は、なお従前の例による。 
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附 則（平成元年１月９日教委規則第１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存する様式等の用紙は、当分の間、必要な補正を加えて、これを使

用することができる。 

附 則（平成２年４月28日教委規則第４号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２年５月６日から施行する。（後略） 

附 則（平成２年９月29日教委規則第６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存する様式の用紙は、当分の間、必要な補正を加えて、これを使用

することができる。 

附 則（平成４年３月30日教委規則第５号） 

この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年３月30日教委規則第４号） 

この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年３月30日教委規則第２号） 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成13年３月30日教委規則第１号） 

この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年３月30日教委規則第５号） 

この規則は、平成16年５月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月30日教委規則第５号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月10日教委規則第２号） 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年３月31日教委規則第５号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年２月18日教委規則第２号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月25日教委規則第４号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年11月７日教委規則第３号） 

この規則は、平成30年１月１日から施行する。 

附 則（平成30年６月25日教委規則第５号） 

この規則は、平成30年７月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月27日教委規則第１号） 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

 

＊様式第１号～3号は省略 
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